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告   示 

◎新潟県告示第499号 

漁船損害等補償法施行令（昭和27年政令第68号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和27年法

律第28号）第112条第１項の規定による同意を求めるための事前届出が次のとおりあった。 

なお、届出に係る指定漁船調書を平成31年４月23日から平成31年５月７日まで縦覧に供する。 

平成31年４月23日 

新潟県知事  花 角  英 世 

加入区 発起人氏名 発起人住所 漁船損害等補償

法第113条第１項

の申出をする漁業

協同組合名称 

縦覧場所 

西蒲 

遠藤 正 新潟県西蒲区五ヶ浜2513番地 

新潟漁業協同組合 
新潟漁業協同組合 

西蒲支所 
大越 順一 新潟市西蒲区角田浜1221番地 

横山 繁 新潟市西蒲区間瀬5148番地 
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◎新潟県告示第500号 

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定を解除する

予定である旨の通知があった。 

平成31年４月23日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 解除予定保安林の所在場所 

  新潟県南魚沼市深沢字浦ノ山973の６（次の図に示す部分に限る｡) 

２ 保安林として指定された目的 

 土砂の流出の防備 

３ 解除の理由 

  急傾斜地崩壊防止施設用地とするため 

(｢次の図」は、省略し、その図面を新潟県農林水産部治山課及び南魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第501号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、長岡市の中之島土地改良区の定款の変更を平

成31年４月15日認可した。 

平成31年４月23日 

新潟県三条地域振興局長 

 

◎新潟県告示第502号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第84条において準用する同法第30条第２項の規定により、新発田市の加治

川沿岸土地改良区連合の定款の変更を平成31年４月15日認可した。 

平成31年４月23日 

新潟県新発田地域振興局長 

 

◎新潟県告示第503号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第81条の規定により、新発田市の加治川沿岸土地改良区連合の所属土地改

良区の数の減少を平成31年４月15日認可した。 

平成31年４月23日 

新潟県新発田地域振興局長 

 

◎新潟県告示第504号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の３第１項の規定により、次のとおり土地改良事業の工事が完了

した旨の届出があった。 

平成31年４月23日 

新潟県長岡地域振興局長 

事業主体の所在・名称 地区名 事業名 完了年月日 

長岡市 

小国町土地改良区 
諏訪井前田 

農業用用排水施設整備（県単農業

農村整備「かんがい排水｣)事業 
平成31年３月１日 

    

◎新潟県告示第505号 

建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により次のとおり許可を取り消した。 

平成31年４月23日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 処分をした年月日 平成31年３月26日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社村安工務店 

  村山 安永 

３ 主たる営業所の所在地 

  中魚沼郡津南町大字下船渡丁214－７ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－27）第18342号 
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５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年３月26日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年３月27日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社高野機工 

  高野 久則 

３ 主たる営業所の所在地 

  糸魚川市筒石163 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－27）第25571号 

５ 処分の内容 機械器具設置工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年３月27日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年３月28日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社江川建築 

  江川 忠夫 

３ 主たる営業所の所在地 

  東蒲原郡阿賀町細越663－１ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－30）第41380号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年３月28日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年３月25日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社サンエイ工業 

  倉部 正夫 

３ 主たる営業所の所在地 

  柏崎市西山町礼拝577 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－27）第42050号 

５ 処分の内容 土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、舗装工事業に係る一般

建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年３月25日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年３月11日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社小林組 

  小林 正典 
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３ 主たる営業所の所在地 

  柏崎市上田尻3179－９ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般特－29）第9063号 

５ 処分の内容 大工工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し及び建築工事業に係る特定建設業の許可の一

部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年３月11日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年３月28日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  阿部建築 

  阿部 重一 

３ 主たる営業所の所在地 

  南魚沼市南田中249 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－29）第18896号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年３月１日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年３月26日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  沼田建築 

  沼田 瞬 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市江南区うぐいす１－９－12 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－26）第44698号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年３月26日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年３月13日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  藤岡建築 

  藤岡 勉 

３ 主たる営業所の所在地 

  糸魚川市大字西飛山356－５ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－27）第25619号 

５ 処分の内容 建築工事業、大工工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年３月13日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年３月14日 
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２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  高岡建築 

  高岡 正志 

３ 主たる営業所の所在地 

  五泉市笹野町741 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－28）第26175号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年３月14日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年３月19日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社Ｅプランニング 

  江口 市夫 

３ 主たる営業所の所在地 

  長岡市南七日町５－１ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－26）第43201号 

５ 処分の内容 土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事

業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、板金工事業、ガラス工事

業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業に係る一般建設

業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年３月19日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年３月20日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  小倉建具店 

  小倉 義太郎 

３ 主たる営業所の所在地 

  南蒲原郡田上町大字川船河字灰塚丙10－３ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－28）第45227号 

５ 処分の内容 内装仕上工事業、建具工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年３月20日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年３月９日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  和久井建築 

  和久井 進 

３ 主たる営業所の所在地 

  上越市浦川原区桜島596 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－25）第39507号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年３月１日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４
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号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年３月20日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  水庄建設株式会社 

  水倉 士 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市西蒲区巻甲2735－１ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般特－26）第5174号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る特定建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年３月６日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年３月８日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  堤建築 

  堤 耕衛 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市南区味方399－４ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－29）第15788号 

５ 処分の内容 大工工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年３月８日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年３月６日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社長井企業 

  長井 俊道 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市北区木崎186－１ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－27）第23845号 

５ 処分の内容 土木工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、水道施設工事業に

係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年３月６日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年３月５日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  滝沢建築 

  滝沢 唯弘 

３ 主たる営業所の所在地 

  長岡市中沢２－1098－５ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－28）第28169号 
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５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年３月５日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年２月27日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社東栄 

  那須 圧典 

３ 主たる営業所の所在地 

  新発田市舟入町１－１－33 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－30）第42971号 

５ 処分の内容 管工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年２月27日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年２月25日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  坂井内装 

  坂井 浩 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市江南区横越中央７－１－54 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－28）第45154号 

５ 処分の内容 内装仕上工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年２月25日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年２月27日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社小野塚管工 

  小野塚 徹 

３ 主たる営業所の所在地 

  南魚沼市姥島新田583 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－28）第18867号 

５ 処分の内容 土木工事業、管工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年２月27日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年２月26日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  小林正一商店 

  小林 茂 

３ 主たる営業所の所在地 
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  燕市小関1074－３ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－25）第44452号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年２月26日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年３月１日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社日青堂 

  青柳 早苗 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市東区卸新町２－848－11 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－29）第42708号 

５ 処分の内容 内装仕上工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年３月１日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成31年２月21日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  佐藤重車輌 

  佐藤 次男 

３ 主たる営業所の所在地 

  魚沼市三渕沢191－２ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－25）第43143号 

５ 処分の内容 土木工事業、とび・土工工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、塗装工事業、水道

施設工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成31年２月21日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

◎新潟県告示第506号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、野田前地区土地改良

共同施行代表から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成31年４月23日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（団体営（非補助）土地改良事業 野田前地区 確定測量） 

２ 作業期間 平成30年12月３日から平成31年３月22日まで 

３ 作業地域 阿賀野市小浮他地内 

 

◎新潟県告示第507号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、天神浦地区土地改良

共同施行代表から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成31年４月23日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（団体営（非補助）土地改良事業 天神浦地区 確定測量） 

２ 作業期間 平成30年８月６日から平成31年３月８日まで 

３ 作業地域 五泉市羽下、一本杉地内 
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◎新潟県告示第508号 

河川法（昭和39年法律第167号）第16条の２第７項の規定により一級河川阿賀野川水系只見川圏域河川整備計画

（平成27年４月新潟県告示第631号）を変更したので、当該変更後の河川整備計画（又はその写し）を新潟県土木

部河川管理課及び魚沼地域振興局地域整備部において縦覧に供する。 

平成31年４月23日 

新潟県知事  花 角  英 世 

 

◎新潟県告示第509号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、都市計画

の図書の写しを次のとおり縦覧に供する。 

平成31年４月23日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 変更に係わる都市計画の種類 

 三条都市計画用途地域（三条市決定） 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

◎新潟県告示第510号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、都市計画

の図書の写しを次のとおり縦覧に供する。 

平成31年４月23日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 変更に係わる都市計画の種類 

 三条都市計画特別用途地区（三条市決定） 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

◎新潟県告示第511号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、都市計画

の図書の写しを次のとおり縦覧に供する。 

平成31年４月23日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 変更に係わる都市計画の種類 

 三条都市計画準防火地域（三条市決定） 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

公   告 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成31年４月23日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 （仮称）アクロスプラザ長岡七日町Ａ街区 

所在地 長岡市七日町字川原485 外 
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設置者 第一リース株式会社 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の変更 

ア（変更前）株式会社マツモトキヨシ甲信越販売 代表取締役 西野 利昭 

  （変更後）株式会社マツモトキヨシ甲信越販売 代表取締役 安藤 浩 

イ（変更前）株式会社ティーガイア 代表取締役 澁谷 年史 

  （変更後）株式会社ティーガイア 代表取締役 金治 伸隆 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の住所の変更 

（変更前）株式会社マツモトキヨシ甲信越販売 長野県岡谷市赤羽１丁目４番18 

（変更後）株式会社マツモトキヨシ甲信越販売 長野県長野市鶴賀緑町1393番地３ 

３ 変更年月日 

(1) 平成29年４月１日 

 (2) 平成29年10月１日 

４ 変更の理由 

  小売業者の代表者変更及び住所変更のため 

５ 届出年月日 

平成31年４月９日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働部商業・地場産業振興課 

（なお、長岡市商工部産業支援課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

平成31年４月23日から平成31年８月23日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業・地場産業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の廃止について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第５項の規定による廃止の届出の概要を次のとおり公表

する。 

平成31年４月23日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者（廃止前のもの） 

名 称 小出ショッピングセンター 

所在地 魚沼市井口新田710 外 

設置者 株式会社原信 

２ 店舗面積の合計 

（廃止前）4,278平方メートル 

（廃止後）  ０平方メートル 

３ 廃止（第３条第１項に定める基準面積以下）となる年月日 

平成30年９月６日 

４ 廃止しようとする理由 

同敷地内に店舗移転のため 

５ 届出年月日 

平成31年４月10日 

 

教育委員会公告 

新潟県公立学校教員採用選考検査の実施について（公告） 

2020年度新潟県公立学校教員採用選考検査を次のとおり実施する。 
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平成31年４月23日 

新潟県教育委員会 教育長 稲荷 善之 
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